
                                                                       

 
 

 
１．趣旨 
   滋賀がめざす「世界農業遺産」のことをより深く知っていただきながら、魅力的な

滋賀の農林水産業を発信していくため、第 2 回目の「モニターツアー」を企画しまし

た。 
今回は、琵琶湖から田んぼに遡上したニゴロブナなどの湖魚が、田んぼで産卵し、

稚魚が再び琵琶湖へ戻っていく、そんな豊かな生きものを育む「魚のゆりかご水田」

での稲刈り体験や新米の試食に加え、琵琶湖の漁師さんによる森づくりの活動につい

てお聞きいただきます。 
   さらに今回は、農山村で活動されている企業さんの取組についても御紹介します。 
 
２．開催日  ９月７日（木） ９：００～１７：００  
３．定 員  ２５名（申込み多数の場合は抽選となります） 
４．参加費  昼食代として（1,000 円）  
５．参加条件 ①モニターとしてツアーで感じたことなどを御発言いただける方  

②SNS を始め御家庭や地域で滋賀の魅力を積極的に発信していただける方 
       ③「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会の会員に

なっていただける方（入会金・年会費共に無料） 
６．行程（予定）：行程は変更が生じる場合があります 
（１） ９：１０ 大津駅出発 （集合９：００） 
（２）１０：００ 野洲駅出発 （集合９：５０）   
（３）１０：３０ 野洲市須原 せせらぎの郷（到着）  
         ・現地見学（魚のゆりかご水田）  
         ・稲刈り体験（昔ながらの稲刈り） 
（４）１１：３０～１２：３０ 昼食 

・「魚のゆりかご水田米 新米」と湖魚を使ったお料理 
         ・昼食を食べながら皆さんと交流 
（５）１２：３０～１４：３０ 琵琶湖の魚と田んぼの話   
         ・魚のゆりかご水田の活動（せせらぎの郷） 
         ・企業の地域活動（積水化学工業(株)） 

         ・大学生の活動（龍谷大学） 

         ・琵琶湖漁業の話（琵琶湖の漁師さん（菖蒲漁業組合）） 
（６）１５：００～１５：４５ 漁民の森 見学とお話  
               （琵琶湖の水と環境を守る会・野洲市農林水産課） 
（７）１６：３０頃 野洲駅 
（８）１７：００頃 大津駅 
 
７．申込方法 別紙申込書に御記入の上、FAX またはメールでお申し込みください。 
８．申込期限 平成２９年８月８日（火）まで 
９．その他  定員に満たない場合は、期間を延長して募集を行う場合があります。 
       行程、昼食については、都合により変更となる場合があります。 

詳細については、参加者に対して別途御案内させていただきます。 
 
今回のモニターツアーは「一般社団法人 滋賀グリーン購入ネットワーク（滋賀 GPN）」内

に設置された「生物多様性と環境･CSR 研究会」との連携企画となっています。 
※CSR 研究会は、「生物多様性の基礎知識を学ぶ場の創出」や「生物多様性分野を中心とす

る CSR 活動の最新動向を知る場の創出」などを目的として活動されています。 

世界農業遺産認定を目指して モニターツアー 企画 
琵琶湖と共生してきた“滋賀の農山漁村”の魅力を発信します！（第２回） 

参加者の募集  



                                                                       

 

送付先：E-mail ：shiga-giahs@pref.shiga.lg.jp 

FAX：077-528-4880 

締切：８月８日（火）までにお願いします。 

滋賀県農政課世界農業遺産推進係 行 

参  加  申  込  書 

（９月７日開催 第２回モニターツアー） 

氏 名  

住 所  

電話番号（携帯）  

メールアドレス  

ＦＡＸ番号 （メールアドレスが無い場合） 

メールでのお申し込みの場合は、メールに直接、第２回モニターツアー参加申

込みの旨と、住所・氏名・電話番号（携帯）を御記入ください。 

   


